
創業も充実！松阪市店舗魅力アップ事業費補助金申請について（確認資料）
	店舗等所在地（住所）

	

	申請者名

	

	連絡先（電話番号）
	


	改修前の用途
（具体的に）
	※賃貸物件を新たに契約される場合は、契約以前の用途を、それ以外の場合は改修前の用途をご記入ください。（居宅、居宅兼店舗（喫茶店）、店舗（スナック）等）

	改修後の用途
（具体的に）
	※飲食店、エステ等ではなく、居酒屋、焼肉屋、喫茶店、まつげパーマ、ヘッドスパのように取扱品やサービス含め具体的にご記入ください。



	改修の内容
（該当するものにチェックをいれてください）
（
	□屋根（□過半　改修内容（　　　　　　　　　　　　　　　））　
□外壁（□過半　改修内容（　　　　　　　　　　　　　　　））　
□その他の壁
　　　（□過半　改修内容（　　　　　　　　　　　　　　　））
□柱　（□過半　改修内容（　　　　　　　　　　　　　　　））　
□梁　（□過半　改修内容（　　　　　　　　　　　　　　　））
□床　（□過半　改修内容（　　　　　　　　　　　　　　　））　
□階段（□過半　改修内容（　　　　　　　　　　　　　　　））
□その他（看板等）
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）


	添付資料

	□位置図
□改装内容のわかる図面（必要に応じて）



※改修内容について
・屋根の面積の過半の改修、外壁面積の過半の改修、等、各項目の過半を改修する場合
は「□過半」にチェックを入れ、括弧内に具体的な改修内容を記入してください。
・「□その他」の場合は括弧内に具体的な内容を記入してください。
